
青森市市税条例 新旧対照表 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（宅地等に対して課する令和三年度から令

和五年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

（宅地等に対して課する令和三年度から令

和五年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

第二十四条 宅地等に係る令和三年度から令

和五年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第三百四十九条の三の二の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下この

条において同じ。）に百分の五（商業地等

に係る令和四年度分の固定資産税にあって

は、百分の二・五）を乗じて得た額を加算

した額（令和三年度分の固定資産税にあっ

ては、前年度分の固定資産税の課税標準額）

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第三百四十九条の三又は附則第十

五条から第十五条の三までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産

税額」という。）を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。 

第二十四条 宅地等に係る令和三年度から令

和五年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第三百四十九条の三の二の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下この

条において同じ。）に百分の五     

                   

         を乗じて得た額を加算

した額（令和三年度分の固定資産税にあっ

ては、前年度分の固定資産税の課税標準額）

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第三百四十九条の三又は附則第十

五条から第十五条の三までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産

税額」という。）を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。 

２～５ 〔略〕 ２～５ 〔略〕 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ ６ 日 
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(議案第８８号関係) 


